
昭
和
二
十
四
年
法
務
府
令
第
十
一
号

確
定
日
附
簿
及
び
日
附
印
章
調
製
規
則

確
定
日
附
簿
及
び
日
附
印
章
調
製
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
条
　
登
記
所
及
び
公
証
人
役
場
に
備
え
る
べ
き
確
定
日
附
簿
及
び
日
附
の
あ
る
印
章
は
、
附
録
様
式
に
よ
り
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
　
登
記
所
に
備
え
る
べ
き
確
定
日
附
簿
に
は
、
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
に
お
い
て
、
そ
の
枚
数
を
表
紙
の
裏
面
に
記
載
し
、
職
氏
名
を
署
し
、
職
印
を
押
し
、
且
つ
、
毎
葉
の
つ
づ
り
目
に
職
印
で
契
印
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
公
証
人
役
場
に
備
え
る
べ
き
確
定
日
附
簿
に
つ
き
、
当
該
公
証
人
に
準
用
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
確
定
日
附
簿
及
び
日
附
印
章
調
製
方
（
明
治
三
十
一
年
司
法
省
令
第
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

３
　
こ
の
府
令
施
行
の
際
現
に
存
す
る
帳
簿
又
は
印
章
に
限
り
、
こ
の
府
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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